
 

「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分について」理事会決議（自主規制会議

決議）の一部改正について 
 

平成 18 年 1 月 17 日 
日 本 証 券 業 協 会 

 

Ⅰ．改正の趣旨 
 本協会では、昨年２月にエクイティ市場委員会の下部に設置した「新規公開株の顧

客への配分のあり方等に関するワーキング・グループ」において、新規公開株のブッ

クビルディングを通じた配分先の決定及び価格のあり方等について精力的に検討を

行い、ワーキング・グループでの検討の結果を報告書（「新規公開株の配分のあり方

及び価格決定等について」）として取りまとめたところである。 

同報告書では、今後の対応として、本協会の理事会決議に新規公開株の配分におい

て抽選制度を導入すること、各協会員の配分に関する基本方針はできる限り具体的に

投資家に分かりやすく記載すること等を義務付けること等が提言されたところであ

るが、これを実現するために「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分につい

て」理事会決議（自主規制会議決議）について、所要の改正を行うこととする。 
  

Ⅱ．改正の骨子 

① 協会員は、新規公開に際して行う株券の個人顧客への配分に当たっては、原則

として、自社が個人顧客に配分を行う予定数量の１０％以上について抽選により

配分先を決定するものとする。 
 （決議２．新設） 

 ② 協会員は、新規公開に際して行う株券の個人顧客への配分を抽選以外の方法によ

り行うに当たっては、特定の顧客への過度な集中配分及び不公正な配分を行っては

ならないものとし、抽選以外の方法による個人顧客への配分について、抽選による

配分の一顧客当たりの平均数量と比較しその格差が過大とならないよう、また、同

一の顧客に対する反復継続した配分とならないよう留意しなければならない。 
（決議３．新設） 

③ 配分の基本方針に記載すべき内容を規定する。 
                          （決議４．（２）新設） 

④ 社内規則に規定すべき事項として、抽選の取扱い並びに集中配分及び不公正な配分

の未然防止のための方策等を追加する。 
                          （決議５．（２）新設） 

⑤ 社内規則の概要に関する規定を削ることとする。           
（決議旧３．（３）及び（４）） 

   （注）これまで社内規則の概要としてきたものは、配分の基本方針に盛り込むこととする。 
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⑥ 抽選に付した数量についての記録は５年間保存するものとする。 
（決議７．）       

⑦ 協会員は、新規公開に際して行う株券の個人顧客への配分状況を一か月毎に取りま

とめ、分析の上、所定の様式により、払込期日の属する月の翌々月に本協会へ報告す

るものとする。 
                           （決議８．（２）新設） 

⑧ その他所要の整備を図る。 
 
 

Ⅲ．施行の時期 
  

・ 平成１８年７月１日から施行し、同日以後公募増資等に係る取締役会決議が行わ

れた発行会社の株券等の配分から適用する。 
・ この改正に伴い、基本方針又は社内規則を改正する協会員は、この改正の施行日

までに当該基本方針又は当該社内規則を本協会に届け出なければならない。 
 
 
 
 
 

以  上  
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 －1－

「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分について」理事会決議（自主規制会議決議）の

一部改正について 

平成１８年１月１７日 

（下線部分変更） 

新 旧 

（ 現行どおり ） この理事会決議は、協会員による株券、新株予

約権証券、新株予約権付社債券、優先出資証券

（証券取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 2 条

第 1 項第 5 号の 2 に掲げる有価証券をいう。）及

び不動産投資信託証券（証券取引法第 2 条第 1

項第 7 号に掲げる投資信託の受益証券又は同項

第 7 号の 2 に掲げる投資証券であって、投資者

の資金を主として不動産関連資産に対する投資

として運用することを目的とするものをいう。）

（以下「株券等」という。）の募集若しくは売出

しの引受け、募集若しくは売出しの取扱い又は

売出し（以下「募集等の引受け等」という。）を

行うに当たって、株券等を広い範囲の投資者へ

円滑に消化することを図りつつ、顧客への公平

な配分を実現することを目的とする。 

  

１．公平な配分 １．公平な配分 

（ 現行どおり ） 協会員は、募集等の引受け等を行うに当たって

は、株券等を不特定多数の投資者に広く消化す

ることに努めつつ、公平を旨とする配分を行う

こととする。 

  

２．新規公開の際の一部抽選 （ 新   設 ） 

協会員は、新規公開に際して行う株券の個

人顧客への配分に当たっては、原則として、

当該協会員における個人顧客への配分予定数

量の 10％以上について抽選により配分先を決

定するものとする。ただし、次に掲げる場合

には抽選の割合を引き下げる又は抽選による

配分を採用しない若しくは中止することがで

きるものとする。 

① ブックビルディングの需要が積み上が

らない場合 

② 個人顧客の配分の申込み数量が当該協

会員における個人顧客への配分予定数量

に満たない場合 

③ 抽選の申込み数量が当該協会員におけ

る抽選数量に満たない場合 

④ 抽選を行う数量が５単位に満たない場

合 

⑤ 営業形態においてホールセール業務に

特化している場合 

⑥ その他合理的な理由がある場合 

 

  

３．集中配分及び不公正配分の禁止 （ 新   設 ） 



 

 －2－

新 旧 

協会員は、新規公開に際して行う株券の個

人顧客への配分を抽選以外の方法により行う

に当たっては、特定の顧客への過度な集中配

分及び不公正な配分を行ってはならないもの

とし、抽選以外の方法による個人顧客への配

分について、抽選による配分の一顧客当たり

の平均数量と比較しその格差が過大とならな

いよう、また、同一の顧客に対する反復継続

した配分とならないよう留意しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．配分の基本方針の策定及び公表 ２．配分の基本方針の策定及び公表 

（１）協会員は、募集等の引受け等を行うに

当たっては、あらかじめ、株券等を投資

者に配分する際の基本方針（以下「基本

方針」という。）を策定するものとする。

（１）協会員は、募集等の引受け等を行うに当た

っては、あらかじめ、株券等を投資者に配

分する際の基本方針（以下「基本方針」と

いう。）を策定するものとする。 

（２）基本方針には、次に掲げる事項につい

て、できるだけ具体的かつ投資者にとっ

て分かりやすく記載するものとする。 

① 抽選の割合及び抽選の取扱い 

② 抽選の割合を引き下げる又は抽選に

よる配分を採用しない若しくは中止す

ることがある場合は、その旨 

 ③ 抽選以外の方法による配分の取扱い 

④ 過度な集中配分及び不公正な配分の

未然防止のための方策 

⑤ ブックビルディング方式を採用した

場合の配分との関係 

⑥ その他協会員が投資者の投資判断に

資すると判断する事項 

（ 新  設 ） 

（３）協会員は、基本方針を本協会へ届け出

るとともに、店頭における掲示又は当該

協会員のホームページにおける表示等、

適切な方法により、その内容を投資者へ

周知するものとする。 

（２）協会員は、基本方針を本協会へ届け出ると

ともに、アニュアルレポートへ記載する

等、適切な方法により、その内容を投資者

へ周知するものとする。 

（４）   （ 現行どおり ） （３）本協会は、協会員から届出を受けた基本方

針を取りまとめ、公表する。 

  

５．社内規則の制定 ３．社内規則の制定及びその概要の公表 

（１）協会員は、募集等の引受け等を行った

株券等の配分に関する社内規則（以下

「社内規則」という。）を作成し、これを

遵守するものとする。 

（１）協会員は、募集等の引受け等を行った株券

等の配分に関して、次に掲げる事項につい

て規定した社内規則（以下「社内規則」と

いう。）を作成し遵守するものとする。 

（２）社内規則には、次に掲げる事項につい

て、できるだけ詳細かつ具体的に規定

するものとする。 

① 配分に関する基本方針 

（ 新  設 ） 

 

 

① 配分に関する基本方針 

② 抽選の割合及び抽選の取扱い （ 新  設 ） 

③ 抽選の割合を引き下げる又は抽選に （ 新  設 ） 



 

 －3－

新 旧 

よる配分を採用しない若しくは中止す

ることがある場合は、その旨 

④ 配分禁止顧客等 ② 配分禁止顧客等及び過度な集中配分の禁

止 

⑤ 抽選以外の方法による配分の取扱い （ 新  設 ） 

⑥ 過度な集中配分及び不公正な配分の

未然防止のための方策 

（ 新  設 ） 

⑦ 法令等の遵守 ③ 法令等の遵守 

⑧ ホットイシュー銘柄に係る配分の取

扱い 

④ ホットイシュー銘柄に係る配分の取扱い

 

⑨ 環境悪化時における配分の取扱い （ 新  設 ） 

⑩ ブックビルディング方式を採用した

場合の配分との関係 

⑤ ブックビルディング方式を採用した場合

の配分の取扱い 

⑪ その他の方法を採用した場合の配分

との関係 

⑥ その他の方法を採用した場合の配分の取

扱い 

⑫ 社内検査手続き ⑦ 社内検査手続き 

⑬ その他協会員が必要と判断する事項 （ 新  設 ） 

  

（３）協会員は、社内規則を本協会へ届け出

るものとする。 

（２）協会員は、社内規則及びその概要を本協会

へ届け出るものとする。 

（ 削  る ） 

 

（３）協会員は、作成した社内規則の概要をアニ

ュアルレポートへ記載する等、適切な方法

により、内容を投資者へ周知するものとす

る。 

（ 削  る ） 

 

（４）本協会は、協会員から届出を受けた社内規

則の概要を取りまとめ、公表する。 

  

６．社内管理体制の充実 ４．社内管理体制の充実 

（ 現行どおり ） 協会員は、募集等の引受け等を行った株券等の

配分が自社の社内規則に基づき適正に行われた

か否かについて、内部管理統括責任者の責任に

おいて定期的に検査を行うものとする。 

  

７．記録の保存等 ５．記録の保存等 

（１）協会員は、外部の監査・検査等が適切

に行われるよう次に掲げる記録を５年間

保存するものとする。 

  ① 個別銘柄の配分に関する記録 

  ② 抽選に付した数量に関する記録（抽

選の割合を引き下げた又は抽選による

配分を採用しなかった若しくは中止し

た場合は、当該理由を含む。） 

  ③ 上記６．の検査結果に関する記録 

（１）協会員は、外部の監査・検査等が適切に行

われるよう個別銘柄の配分に関する記録及

び上記４．の検査結果を５年間保存するも

のとする。 

（２）   （ 現行どおり ） （２）協会員は、上記（１）の記録について、本

協会が行う提出請求又は監査に応じるもの

とする。 

  

８．配分状況の公表 ６．配分状況の公表 

（１）会員は、自社が引受けた株券等の配分 （１）会員は、自社が引受けた株券等の配分状況



 

 －4－

新 旧 

状況を四半期毎に取りまとめ、分析の

上、所定の様式により、本協会へ報告す

るものとする。 

を四半期毎に取りまとめ、分析の上、所定

の様式に基づき本協会へ報告するものとす

る。 

（２）協会員は、新規公開に際して行う株券

の個人顧客への配分状況を一か月毎に取

りまとめ、分析の上、所定の様式によ

り、払込期日の属する月の翌々月に本協

会へ報告するものとする。 

（ 新   設 ） 

（３）本協会は上記（１）及び（２）により

報告を受けた配分状況を、定期的に公表

する。 

（２）本協会は会員から報告を受けた配分の状況

を、定期的に公表する。 

  

付   則 

 

 

１．この改正は、平成 18 年 7 月１日から

施行し、同日以後公募増資等に係る取締

役会決議が行われた発行会社の株券等の

配分から適用する。 
 

 

２．この改正に伴い、基本方針又は社内規則

を改正する協会員は、この改正の施行日ま

でに当該基本方針又は当該社内規則を本協

会に届け出なければならない。 

 

 

 

 

 


